埼玉県民間建築物耐震改修等補助事業交付要領
様式　３（第４条第３項）
　　年　　月　　日

補 助 金 交 付 申 請 書
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（あて先）
埼玉県知事　　　　　　　　　　　 　　　


施行者　郵便番号
住　所

　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　電　話


　　年度の（　　　　　　　　　　　　　　　　　）について補助金の交付を受けたいので、埼玉県民間建築物耐震改修等補助事業交付要領第４条第３項の規定により、関係図書類を添えて、次のとおり申請します。

１　建築物の名称			

２　補助対象事業の目的及び内容	

３　補助対象事業の完了予定期日　 　　年　　月　　日

４　交付申請額　　　　　　　	　　　　　　　　　　円

５　補助対象建築物の概要等		別紙１のとおり

６　耐震改修事業の内容等		別紙２のとおり

７　交付申請額の算出方法		別紙３のとおり
　　及び経費の配分等

８　消費税仕入税額控除確認書　　 別紙４のとおり





（　　）内は耐震改修工事・建替工事事業、除却工事事業、緊促耐震改修工事・建替工事事業、緊促除却工事事業のいずれかを記入する。

別　紙１（補助対象建築物の概要等）

１　補助対象建築物の概要
	建築物の名称
	

	所在地
	地名地番：

	
	住居表示：

	延べ面積
	㎡
	対象床面積
	㎡

	建築面積
	㎡
	階　　　数
	地上　　階　地下　　階

	構　　造
	造　一部　　　　造

	主要用途
	

	建築確認
	新築　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　第　　　　　号
	増築等　　　　年　　月　　日
　　　　　　　第　　　　　号

	検査済証
	新築　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　第　　　　　号
	増築等　　　　年　　月　　日
　　　　　　　第　　　　　号



２　添付書類
　（１）　現況写真
　（２）　現況配置図及び現況平面図
　　　　　・補助対象建築物について、建築確認年月日、面積、補助対象部分を明示すること。
　（３）　補助対象部分が昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受けたことを証する書類
　（４）　昭和５６年６月１日以降の増改築の状況を証する書類
　（５）　建築物の所有者等であることを証する書面
（６）　建築物の所有権を有する者全員の同意を得たことを証する書面
　　　　（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号。以下「区分所有法」という。）
　　　　第３条に規定する区分所有者の団体からの申請の場合を除き、補助対象建築物が共有物である
　　　　場合に限る。）
　（７）　区分所有者の集会等において、当該事業を実施する決議がなされたことを証する書類
　　　　　（区分所有法第３条に規定する区分所有者の団体からの申請の場合に限る。）
　（８）　耐震診断結果報告書の写し
　　　　　（県制度要綱第２条第３項第四号及び第八号に掲げるものの建替えの場合は、耐震診断の結果
　　　　　Is値が概ね０．３未満であること）
（９）　位置図等（事業を行う土地の区域及び耐震改修等を行う建築物の位置等を表示すること）
（１０）　関係図面（配置図、平面図、立面図、断面図、建築設備図及び昇降機等）
（１１）　耐震判定委員会等の評価を得たものであることを証する書類の写し
（１２）　事業費欄の根拠となる書類（複数の見積書、積算書等）
（１３）　その他知事が必要と認める書類



別紙２（建築物の（緊促）耐震改修工事・建替工事事業・（緊促）除却工事事業の内容等）

１　建築物の（緊促）耐震改修事業の内容
（１）　事業要件
	耐震判定委員会等
の評価
	□　有（耐震改修工事の場合、補強設計の評価）

	周辺市街地との関係
	□　倒壊した場合に周辺市街地に与える影響が大きい

	建築物の用途
	□　災害時に重要な機能を果たす建築物
　　（医療施設、避難所、災害時の集合場所として指定された施設、
　　　情報提供施設、給食提供施設等）
□　災害時に多数の者に危険が及ぶおそれのある建築物
　　（百貨店、マーケット、劇場、映画館、ホテル等）

	指導・命令等
（避難所等の場合は不要）
	□　地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく指導を受けている
□　建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていない

	用途別床面積
	
	
	
	

	
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡



（２）　避難所等の場合の要件
	地域防災計画の記載
	□　避難所等として地域防災計画に位置付けられている
□　避難所等として地域防災計画に位置付けられることが確実

	
	　　　　　　地域防災計画（注１）

	活用状況
	□　１０年間避難所等として活用される

	災害に対する対応
	□　災害時に速やかに避難所等として開設可能となる措置が講じられている


（注１）位置付けられている地域防災計画名を記入すること。

（３）　緊急輸送道路閉塞建築物の場合の要件
	地域防災計画及び
耐震改修促進計画への位置付け
	□　埼玉県地域防災計画に位置付けられ、埼玉県建築物耐震改修促進計画において、沿道建築物の耐震化を図るべき緊急輸送道路として位置付けられていること

	建築物の状況
	□　建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく指導を受け、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないもの
□　耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの




（４）　改修等工事の内容

　　①改修等工事の区分
	 □ 耐震改修工事
	 □ 建替工事
	 □ 除却工事


　（注）上欄のいずれかを選択し、選択した工事区分に応じ以下に概要を記入

　　②　耐震改修工事
	柱・壁の改修
	部位
	箇所数等
	補強・増設・改善等の概要

	
	補　強
	柱
壁
梁
その他（　　）
	本
ｍ
本

	

	
	増　設
	柱
壁
梁
その他（　　）
	本
ｍ
本

	

	構造耐力上主要な
部分の改修
	配置の状況
	

	
	靭性を保つための措置
	

	
	接合部の措置
	

	
	基礎の状況
	

	
	さび止め、防腐、防蟻のための措置
	

	
	その他
	

	非構造体、建設設備等の改修（支持構造部との緊結方法）
	屋根葺き材等、屋上水槽、煙突、給水・排水等の配管設備、冷却塔設備
	

	エレベーターの補強
	箇所
	

	その他
	



　　③　建替工事（建替え後の建物の概要）
	建物用途
	
	構造・階数
	

	建築面積
	
	延べ面積
	



　　④　除却工事
	除却後の予定
	



（５）　その他特記事項
	



別　紙３（交付申請額の算出方法及び経費の配分等）

１　補助基本額の算出
	事業費（ア）
	円

	補助対象事業費（イ）
	円

	補助対象床面積 （ウ）
	㎡

	面積限度額単価（エ）
	円/㎡

	面積限度額（オ）　   　　　　　　（オ）=（ウ）×（エ）
	円

	耐震改修工事・建替工事・除却工事に要する費用
(補助基本額）（カ）  　　 　（イ）又は（オ）の少ない額
	円




２　交付申請額の算出方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項　　目
	補助基本額
	補助限度額

	耐震改修工事・
建替工事・
除却工事に
かかる費用
	
	算定Ａ：補助基本額
　　　　　×補助率【　　　】（注３）

＝【　　　　　　　　　　】

	
	
	算定Ｂ：【　　　　　　　　　】（注４）
　　　　－耐震補強（建替）設計事業補助額

＝【　　　　　　　　　　】

	
	
	Ａ又はＢの少ない額

【　　　　　　　　　　　】

	交付申請額
	
	

	変更申請の場合、記入
	交付決定済額
	
	

	
	差額増△減額
	
	


（注１）補助基本額は、１（カ）欄の金額を記載すること
（注２）変更申請の場合には、変更前の記載内容を上段（　）書きすること
（注３）補助率は、一般建築物の場合には「23%」、避難所等及び緊急輸送道路閉塞建築物の場合には
「2/3」、耐震診断義務化路線閉塞建築物の場合には「9/10」、要緊急安全確認大規模建築物の場合には、以下の数値とすること
　a/3+c×0.115≦9,500,000円のとき「0.448」、
　a/3+c×0.115＞9,500,000円のとき「0.115+{200×(28,500,000-a)}/(207×c)」(小数点第4位　切り捨て)（a：耐震補強設計・建替設計に要した費用（補助基本額）、c：耐震改修工事・建
　替工事・除却工事に要する費用（１（カ）欄の金額））
（注４）Ｂ．【　　】円には、「19,000,000」、避難所等及び緊急輸送道路閉塞建築物の場合には
「64,000,000」を記載すること。ただし、特定耐震化促進建築物及び耐震診断義務化路線閉塞建築物の場合は「なし」と記載すること
（注５）交付申請額は千円未満を切り捨てること
別　紙４（消費税仕入税額控除確認書）
　　年　　月　　日

耐震改修等補助事業に係る消費税仕入税額控除確認書

（あて先）
　埼玉県知事
施行者　郵便番号
住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　
電　話　　　　　　　　　　　　

埼玉県民間建築物耐震改修等補助事業の交付申請における補助金に係る消費税額については、以下のとおりです。

□　消費税を含めず申請します。

□　以下の理由により、消費税額及び地方消費税額の仕入税額控除を行いませんので、
　　消費税額を補助金対象費用に含めて申請します。
　なお、当該事業に係る消費税の一部又は全てについて、控除を受けること又は受けたことが発覚した場合は、速やかに報告し、既に補助金の交付を受けていた場合には、消費税に係る助成金相当額を返還します。また、埼玉県から消費税に係る報告を求められた場合は、速やかに報告をします。

【理由】（該当する項目にチェック）
　□ 　１ 消費税法における納税義務者でない。
　□ 　２ 消費税の免税事業者であり、かつ課税事業者を選択していない。
　□ 　３ 簡易課税事業者である。
　□ 　４ 上記に該当しないが、助成対象費用に係る消費税については、控除対象仕入税額に算入しない。

１　助成対象（該当する項目にチェック）
　□　耐震診断　　□　耐震補強・建替設計　　□耐震改修・建替・除却工事	

２　建築物の概要
	建築物の名称
	

	所 在 地
	地名地番：

	
	住居表示：

	延べ面積
	㎡
	階　　　数
	地上　　階　地下　　階

	構　　造
	造　一部　　　　　　造

	主要用途
	




